
京都市交通局管理規程第２６号 

 京都市交通局職員退職手当支給規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２４年３月３０日 

                       京都市公営企業管理者   

                       交通局長 葛西 宗久   

   京都市交通局職員退職手当支給規程の一部を改正する規程 

 京都市交通局職員退職手当支給規程の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「改正給与規程」を「平成１９年改正給与規程」に改め，附則

に次の２項を加える。 

６ 退職の日において，京都市交通局職員給与規程の一部を改正する規程（平

成２４年３月３０日京都市交通局管理規程第２５号。以下「平成２４年改正

給与規程」という。）附則第５項から第７項までの規定による給料を支給され

る職員及び平成２４年改正給与規程附則第８項第１号の規定に該当するため

平成２４年改正給与規程附則第５項から第７項までの規定による給料を支給

されない職員に関する第３条第１項及び第３項の規定の適用については，同

条第１項第１号中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成２４年改正給与

規程附則第５項，第６項又は第７項の規定による給料の額との合計額」と，

同条第３項の表第１項第１号の項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平

成２４年改正給与規程附則第５項，第６項又は第７項の規定による給料の額

との合計額」とする。 

７ 次に掲げる職員に関する第３条第２項の規定の適用については，同項各号

列記以外の部分中「給料月額のうち最も多いもの」とあるのは，「給料月額と

平成２４年改正給与規程附則第５項，第６項又は第７項の規定による給料の

額との合計額のうち最も多いもの」とする。 

  第３条第２項の規定による給料月額の減額をされたことがある職員のう

ち，当該給料月額の減額がされなかったものとした場合に，同項に規定す

る減額日において，平成２４年改正給与規程附則第５項から第７項までの

規定による給料を支給されることとなるもの 

  第３条第２項の規定による給料月額の減額をされたことがある職員のう

ち，当該給料月額の減額がされなかったものとした場合に，同項に規定す



る減額日において，平成２４年改正給与規程附則第８項第１号の規定に該

当するため平成２４年改正給与規程附則第５項から第７項までの規定によ

る給料を支給されないこととなるもの 

   附 則 

 この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 


